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               熊本県立第二高等学校長 光永 幸生 

 

令和４年度熊本県奨学のための給付金申請に係る再度の募集について（通知） 

このことについて、「熊本県奨学のため給付金」制度を再度御案内いたします。 

この制度は、授業料以外の教育費（学年費、ＰＴＡ会費、教科書等）の負担を軽減す

るための給付金であり、返還の必要はありません。 

つきましては、裏面「熊本県奨学のための給付金 対象確認シート（国公立用」を

御確認いただき、給付金の支給対象となる場合のみ、下記２の受付期間に担当者へ直

接御連絡をいただきますようお願いします。別途、申請に係る書類を配付します。 

なお、令和４年９月に本給付金が交付された御家庭については、今回は給付対象と

ならず、申請の必要はありませんので御注意ください。 

記 

１ 給付対象者 

  保護者等全員の令和４年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税

である世帯であること、又は生活保護（生活扶助）を受給している世帯であること。 

※その他詳しい要件は、第二高校HPに掲載しております「募集案内」を御確認ください。 

【 第二高校HPトップ ⇒ 保護者の方へ ⇒ 熊本県奨学のための給付金について 】 

 

２ 電話受付期間  

  令和４年１０月１１日（火）から令和４年１０月１８日（火）まで 

午前８時３０分から午後５時まで ※１５日～１７日を除く 

 

３ 書類提出期限 ※御連絡いただいた後、申請内容に応じて必要書類を配付します。 

  令和４年１０月２４日（月）必着 

 

４ 注意事項 

（１） 「奨学金」や授業料支援の「就学支援金」とは、別の制度になりますので、

申請漏れがないよう御注意ください。 

（２） 年度途中でも家計急変等により非課税相当に該当する場合は申請可能です。

家計急変等の事由が発生した場合や、その他内容について御不明な点等ござ

いましたら、担当者へ御連絡ください。 

 

熊本県立第二高等学校 

事務室 担当：辻（つじ） 

℡：096-368-4125 



 参考１ 給付金対象確認シート 

※基準日が7月1日の場合

給付額について（年額）

通信制 

32,300円 32,300円 

114,100円

143,700円

※保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。 

非課税世帯（第2子）

50,500円 

熊本県奨学のための給付金 対象確認シート（国公立用）

50,500円 

専攻科全日制・定時制

生活保護受給世帯

非課税世帯（第1子）

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ
保護者の居住地の都

道府県にお問合せ下 
さい

ＮＯ

該当しませんＮＯ

該当しません。

※家計急変があっ

た場合は対象にな

る可能性がありま

すので、学校にご

相談ください。

ＮＯ 

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

熊本県奨学のための給付金の対象となりますので、事務室までご連絡（096-368-4125）ください。

「生活保護 
受給世帯」 
です。 

「非課税世帯」で、

通信制の高校生等

については「通信

制」の給付額、専

攻科の高校生等に

ついては「専攻

科」の給付額、そ

れ以外の高校生等

がいる場合

は第２子の給付額

です。

「非課税世帯」で

第２子の給付額で

す。

保護者等の居住地は熊本県ですか？

７月１日現在、学校に在籍してますか？ 

保護者等全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税ですか？

７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか？

通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

高校生等以外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の

兄弟姉妹を扶養していますか？

複数の高校生等がいますか？

「非課税世帯」で１人 
目の高校生等は「第１

子」、２人目以降の高

校生等は「第２子」の

給付額です。

「非課税世帯」で

「第１子の給付額

です。


